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１．背景  
 

私たちの日常生活や事業活動に伴って排出される二酸化炭素等の温室効果ガスは、地球温暖化

を引き起こす要因となっています。 

地球温暖化は、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象であり、我が国にお

いても、平均気温の上昇、豪雨・台風等による被害、農作物や生態系への影響等が観測されており、

重要な環境問題となっています。 

こうした中、平成２７年（２０１５年）に、多くの国々が地球温暖化対策に取り組むための国際的枠組

みとして、世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べて２.０℃以内にとどめるとともに、上昇を１．

５℃に抑える努力を追及することを掲げた「パリ協定」が採択されました。 

平成２８年（２０１６年）に、我が国は、令和１２年度（２０３０年度）の温室効果ガス排出量を平成２５年

度（２０１３年度）比で２６％削減するとの中期目標を掲げ、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下

「温対法」という。）及び地球温暖化対策計画（平成２８年（２０１６年）５月１３日閣議決定）により、地球

温暖化対策の総合的かつ計画的な推進に取り組まれてきました。また、令和２年（２０２０年）１０月には、

令和３２年（２０５０年）までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち２０５０年カーボ

ンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言されました。 

本市においては、平成２８年（２０１６年）１２月にエコフレンドリーオフィスプラン（山口市地球温暖化

対策実行計画（事務事業編）。以下「前計画」という。）（計画期間：平成２９（２０１７）～令和２年度（２０

２０年度））を、令和３年（20２１年）３月に第二次山口市エコフレンドリーオフィスプラン（地球温暖化対

策実行計画（事務事業編）。以下「本計画」という。）を策定し、自らの事務事業における温室効果ガス

排出量の削減等に取り組んできました。 

本計画の策定後、我が国においては、令和３年（２０２１年）４月、カーボンニュートラルと整合的で野

心的な目標として、令和１２年度（２０３０年度）の温室効果ガス削減目標を平成２５年度（２０１３年度）

比４６％削減すること、さらに５０％の高みに向けて挑戦を続けていく旨が公表され、同年１０月、地球

温暖化対策計画の改定が行われました。 

本市においても、こうした国の動きに呼応し、令和３年（２０２１年）１２月に「山口市ゼロカーボンシテ

ィ宣言」を行い、市民・事業者と市が相互に連携し、令和３２年（２０５０年）の脱炭素社会の実現に向け

て、地域脱炭素に積極的に取り組む決意を表明しました。また、令和５年（２０２３年）３月には山口市

環境基本計画及び山口市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を改定し、令和９年度（２０２７年度）

の市域における温室効果ガス削減目標を従来の平成２５年度（２０１３年度）比２０．４％から、４１．５％

削減へと引き上げました。 

こうしたことから、本計画についても、国の地球温暖化対策計画、山口市環境基本計画及び山口市

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）との整合性を踏まえ、新たな目標設定や目標達成に向けた

具体的な取組を掲げるための改定を行います。本市においては、205０年ゼロカーボンシティ実現に

向け、市の事務事業から発生する温室効果ガス排出量の削減をはじめ、環境に配慮した行動に率先

して取り組むことにより、今後も引き続き、環境への負荷を可能な限り低減していきます。併せて、取

組成果を市民、事業者等に対して広く PR、周知することにより、地球温暖化防止に向けた機運の醸

成や具体的な行動の促進を図っていきます。 

 

 

 

  

第１章 計画の基本的事項 
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２．計画の位置付け 
 

本計画は、山口市環境基本条例、山口市環境基本計画及び山口市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）に基づき、市の事務事業から発生する温室効果ガスの排出抑制に係る対策を具体的に実

行するための計画として策定するものです。 
 

 
 

図１－１ 計画の位置付け    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．計画の期間 
 

山口市環境基本計画及び山口市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）と整合を図るため、本計

画の目標年度は令和９年度（２０２７年度）に設定するものとし、計画期間は令和３年度（２０２１年度）

から令和９年度（２０２７年度）までとします。また、基準年度は、国の地球温暖化対策計画を準用して、

平成２５年度（２０１３年度）とします。 

なお、本計画の進捗状況や社会情勢の変化、技術の進捗等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う

ものとします。 
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山口市環境基本計画
（令和５年３月改定）

環境分野の個別計画

山口市地球温暖化対策実行計画 （区域施策編）

山口市気候変動適応計画

山口市第二次エコフレンドリーオフィスプラン
（山口市地球温暖化対策実行計画 事務事業編）

山口市一般廃棄物処理基本計画

その他関連計画

山口市スマートシティ推進ビジョン
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山口市住生活基本計画
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部門計画

施策の方向性

山口市環境基本条例

環境基本法

第５次環境基本計画（国）

山口県環境基本計画

地球温暖化対策推進法



 
 

 
４．計画の対象範囲等 
 

本計画では、市の全ての職員、事務事業（委託事務を除く）及び施設を対象とします。なお、委託、

工事発注業務等の事務事業に対しても、可能な範囲で計画に沿った対応を要請するものとします。 

対象とする温室効果ガスは、温対法第２条第３項に規定されている７種類のうち、二酸化炭素、メタ 

ン、一酸化二窒素及びハイドロフルオロカーボンとします。なお、非エネルギー起源ＣＯ２については、

山口市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）において対象とし、パーフルオロカーボン、六ふっ化

硫黄及び三ふっ化窒素については、市の事務事業において排出される可能性が極めて低いものであ

りますが、排出の実態が把握された場合には、随時算定するものとします。 

 

表１－２ 対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスの種類 排出源となる主な活動 地球温暖化係数 

二酸化炭素(CO2) 電気、燃料（ガソリン・ガス・軽油・灯油・重油）の使用 １ 

メタン(CH4) 公用車の走行 ２５ 

一酸化二窒素(N2O)  公用車の走行 ２９８ 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） 公用車のカーエアコンの使用 1,430 

 

【参考】温室効果ガスの排出量の算定方法 
  温室効果ガスの排出量の算定にあたっては、活動量（電気、燃料の使用量等）をもとに、国が示す

「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（本編）・（算定手法編）」に基づき、次の

数式により算出します。 

   

 温室効果ガス排出量（ｔ-CO2）＝  活動量  ×  温室効果ガス排出係数  ×  地球温暖化係数 

 

  

３ 



 
 

 
１．前計画の概要 
 

平成２８年度（２０１６年度）策定の前計画においては、平成２３年度（２０１１年度）を基準年度として、

平成２９年度（２０１７年度）から令和２年度（２０２０年度）までに、温室効果ガスの総排出量を９％以上

削減することを目標として取り組みました。 

削減の対象とする温室効果ガスは、表２－２のとおりです。 

 

表２－１ 前計画の削減目標 

年 度 H２９（2017）年度 H３０（2018）年度 R 元（2019）年度 R２（20２０）年度 

基準年度（H23（２０１１）年度） 

からの削減目標 
7％以上削減 7％以上削減 8％以上削減 ９％以上削減 

 
表２－２ 前計画の対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスの種類 排出源となる主な活動 

二酸化炭素(CO2) 電気、燃料（ガソリン・ガス・軽油・灯油・重油）の使用 

メタン(CH4) 公用車の走行 

一酸化二窒素(N2O)  公用車の走行 

 

２．前計画における目標の達成状況 
 

平成２９年度（２０１７年度）から令和２年度（２０2０年度）までにおける温室効果ガス排出量の推移

については、表２－３のとおりです。 

令和２年度（２０２０年度）の総排出量は、平成２３年度（２０１１年度）比で 11.5％の削減となり、目標

とする９％以上の削減を達成しています。温室効果ガス排出量において、大きな割合を占める電気の

使用に伴う排出量は基準年度比１０．１％減、燃料の使用に伴う排出量は基準年度比１９．０％減、公用

車の燃料の使用に伴う排出量は１３．５％減、公用車の走行に伴う排出量は 11.３％減となっていま

す。 

 

表２－３ 温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー起源 CO2：電気や燃料の使用によるものです。 

エネルギー起源 CO2 以外：公用車の走行距離によるものを CO2 排出量に換算したものです。 

※表中の数値は、端数処理により増減率等が一致しない場合があります。 

※温室効果ガス排出係数は、策定当時のものを固定して使用しています。 

 
 

４ 

第２章 温室効果ガス排出量の現況 
 

（単位：t-CO２）

31,722.3 29,311.6● 28,120.7● 27,750.4● 28,079.5●

（▲7.6％）● （▲11.4％）● （▲12.5％）● （▲11.5％）●

26,112.1 24,369.0● 23,403.3● 23,454.6● 23,468.3●

（▲6.7％）● （▲10.4％）● （▲10.2％）● （▲10.1％）●

4,406.3 3,855.8● 3,604.6● 3,203.5● 3,569.8●

（▲12.5％）● （▲18.2％）● （▲27.3％）● （▲19.0％）●

1,203.9 1,086.8● 1,112.8● 1,092.3● 1,041.4●

（▲９．７％）● （▲7.6％）● （▲9.3％）● （▲１３.５％）●

30.2 28.6● 28.9● 28.9● 26.8●

（▲５．2％）● （▲4.4％）● （▲4.３％）● （▲11.３％）●

30.2 28.6● 28.9● 28.9● 26.8●

（▲５．2％）● （▲4.4％）● （▲4.３％）● （▲１１.３％）●

31,752.5i 29,340.2● 28,149.6● 27,779.3● 28,106.3●

（▲７．６％）● （▲１１．３％）● （▲１２．５％）● （▲１１．５％）●

R２年度
（２０２０年度）

　総排出量

R元年度
（２０１９年度）

　エネルギー起源CO２

電気の使用

燃料の使用

公用車の燃料の使用

　エネルギー起源CO２以外

公用車の走行

H２３年度
（２０１１年度）
［基準年度］

H２９年度
（２０１７年度）

H３０年度
（２０１８年度）

排出要因

年度



 
 

 
３．本計画の概要 

前計画の計画期間終了に伴い、令和３年度（２０２１年度）に策定した本計画においては、平成２５年

度（２０１３年度）を基準年度として、令和９年度（２０２７年度）までに温室効果ガスの総排出量を４０％

以上削減することを目標として取り組んできました。なお、令和５年度（２０２３年度）以降の削減目標

については、今回の改定により見直しを行います。 

 
表２－４ 本計画の削減目標        

    

 
４．本計画における目標の達成状況（令和３年度（２０２１年度）分） 

令和３年度（２０２１年度）の温室効果ガス総排出量については、平成２５年度（２０１３年度）を基準

年度として２５.5％の削減となり、目標とする２３％以上の削減を達成しています。電気の使用に伴う

排出量は基準年度比２９．１％減、燃料の使用に伴う排出量は０．３％減、公用車の燃料の使用に伴う

排出量は１０．４％減、公用車の走行に伴う排出量は１．４％減、公用車のカーエアコンの使用に伴う排

出量は２．１％減となっています。 

 
  表２－５ 令和３年度（２０２１年度）の温室効果ガス総排出量と目標達成状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エネルギー起源 CO2：電気や燃料の使用によるものです。 

エネルギー起源 CO2 以外：公用車の走行距離によるものを CO2 排出量に換算したものです。 

※表中の数値は、端数処理により増減率等が一致しない場合があります。 

  

年 度 R3（２０２１）年度 R4（２０２２）年度 

基準年度（H2５（２０１３）年度） 

からの削減目標 
２３％以上削減 ２５％以上削減 

５ 

（単位：t-CO２）

38,847.5 28,936.1●

（▲25.5％）●

33,536.4 23,762.8●

（▲29.1％）●

4,096.7 4,085.4●

（▲0.3％）●

1,214.4 1,087.9●

（▲１0.4％）●

38.1 37.5●

（▲1.6％）●

28.5 28.1●

（▲１.4％）●

9.6 ９．４●

（▲2.1％）●

38,885.6 28,973.6●

（▲25.5％）●

公用車のカーエアコンの使用

　総排出量

公用車の走行

　エネルギー起源CO２

電気の使用

燃料の使用

公用車の燃料の使用

　エネルギー起源CO２以外

H２５年度
（２０１３年度）
［基準年度］

R３年度
（２０２１年度）

排出要因

年度



 
 

 
５．これまでの取組の総括 

前計画及び本計画（令和３年度（202１年度））では、環境方針である「①地球温暖化対策に全職域

で取り組む」「②エコオフィスを徹底する」「③環境に配慮した事務事業の推進に努める」の３つの方針

を基に、市施設における再生可能エネルギー設備等の導入や照明のＬＥＤ化等の省エネルギー機器

の導入推進等を行いました。また、各所属における空調機器の適温管理、緑のカーテンの設置や夏の

軽装、エコドライブ等の取組も定着してきました。 

令和２年度（202０年度）以降は、学校施設における空調設備の本格的な稼働や市で新たに管理す

る施設の追加、新型コロナウイルス感染症対策に伴う施設使用や公用車の利用減少などが電力及び

燃料使用量に影響していると考えられますが、前述の市施設等に関する取組（ハード面）と、日常の事

務事業に関する取組（ソフト面）の両面を着実に実行することで、使用量自体を極力抑え、温室効果ガ

ス排出量の削減目標の達成ができました。 

  

  

６ 



 
 

 
１．環境方針 

市は、２０５０年ゼロカーボンシティ実現を目指し、市内の一事業者として、自らの事務事業におい

ても温室効果ガス排出量の削減に率先して取り組み、他の事業者を牽引していくため、山口市地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、次の３つの環境方針を定め、同方針に基づく事務事業

の推進に努めます。 

 

 (1)省エネルギー等の推進 

      日々の事業活動におけるエコな取組の実践 

      環境に優しい移動手段の選択 

      省エネ設備・機器等の導入推進 

 (2)再生可能エネルギー等の導入推進 

      再生可能エネルギー等利用設備の導入推進 

 (3)脱炭素なまちづくりの推進 

      地域脱炭素の取組の推進 

 

２．取組目標 
 

(１)温室効果ガス排出量の削減目標について 
国の地球温暖化対策計画では、市が該当する「業務その他部門」は、エネルギー起源ＣＯ２排出量

を、平成２５年度（２０１３年度）比で令和１２年度（２０３０年度）までに約５１％削減することを示していま

す。   

改定後の本計画では、こうした国の削減目標や令和５年（２０２３年）３月改定の山口市地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）との整合を図り、対象とする温室効果ガス排出量を、令和９年度（２０２７

年度）までに、平成２５年度（２０１３年度）比で４５％以上削減することとし、令和１２年度（２０３０年度）

までに５４％以上削減することを目指します。 

令和９年度（２０２７年度）までの各年度における削減目標を表３－１、温室効果ガス排出量の削減

目標数値を表３－３のとおり設定します。エネルギー起源ＣＯ２のうち電気の使用に伴う排出量は、電

気事業者のＣO２排出係数の低減、新本庁舎等の公共施設への廃棄物発電の電力供給により削減が

見込まれますが、一方で、新たな市施設の建設等により、電気及び燃料の使用量が増加することも予

測されます。 

本計画に掲げた高い目標の達成には、平成２５年度（２０１３年度）比で電気の使用について５１％以

上、公用車の燃料の使用について２６％以上、エネルギー起源ＣO２以外について１４%以上の温室効

果ガス排出量を削減する必要があります。これまでの取組に加え、廃棄物発電の余剰電力の有効活

用や再生可能エネルギー利用設備、省エネ設備・機器の積極的な導入を進めるなど、全職域・全職員

が一体となって、より一層、取組の強化を図ることが重要となります。 

 

  表３－１ 温室効果ガス排出量の削減目標  

年 度 
R5（2023） 

年度 
R６（２０２４） 

年度 
R7（２０２５） 

年度 
R８（２０２６） 

年度 
R９（202７） 

年度 

 R１２（２０３０）
年度 

削減目標 
２８％以上 

削減 

３１％以上 

削減 

３５％以上 

削減 

３９％以上 

削減 

4５％以上 

削減 

 ５４％以上 

削減 
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本計画の最終年度 参考 



 
 

 

図３－２ 温室効果ガス排出量の削減実績と削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－３ 温室効果ガス排出量の削減目標数値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

エネルギー起源 CO2：電気や燃料の使用によるものです。 

エネルギー起源 CO2 以外：公用車の走行距離、公用車のカーエアコンの台数によるものを CO2 排出量に換算したものです。 

※表中の数値は、端数処理により増減率等が一致しない場合があります。 
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H25(2013)
年度

R3(2021)年
度

R9(2027)年
度

R12(2030)
年度

エネルギー起源ＣＯ2 38,847.5 28,936.1 21,083.4 17,761.5

公用車の走行関係 38.1 37.5 32.7 29.7

温室効果ガス排出量 38,885.6 28,973.6 21,116.1 17,791.2

基準年度比増減率 ― ▲ 25.5% ▲ 45.7% ▲ 54.2%

0

10000

20000

30000

40000

H25(2013)年度 R3(2021)年度 R9(2027)年度 R12(2030)年度

45%以上

削減

54%以上

削減

38,885.6 28,973.6 21,116.1 17,791.2
(単位：t-CO2)

［基準年度］ ［本計画の最終年度］ ［参考］

［実績］ ［目標］ ［目標］

［現状］

25.5%

削減

（単位：t-CO２）

H25年度
（2013年度）
［基準年度］

R3年度
（２０２１年度）

［現状］

R９年度
（2027年度）
［目標年度］

R１２年度
（20３０年度）

［参考］

38,847.5 28,936.1 ２１,０８３.４ｲ １７,７６１.５ｲ

（▲25.5％）ｲ （▲４５．７％）ｲ （▲５４．３％）ｲ

33,536.4 23,762.8 １６,１２３.０ｲ １２,８４０.１ｲ

（▲２９．１％）ｲ （▲５１．９％）ｲ （▲６１．７％）ｲ

4,096.7 4,085.4 4,072.2ｲ 4,065.6ｲ

（▲０．３％）ｲ （▲0．6％）ｲ （▲0．8％）ｲ

1,214.4 1,087.9 ８８８.２ｲ ８５５.８ｲ

（▲１０．４％）ｲ （▲２６．９％）ｲ （▲２９．５％）ｲ

38.1 37.5 ３２.７ｲ ２９.７ｲ

（▲１．６％）ｲ （▲１４．２％）ｲ （▲２２．０％）ｲ

28.5ｲ 28.1 23.5 20.5

（▲１．４％）ｲ （▲１７．５％）ｲ （▲２８．１％）ｲ

9.6 9.4 ９.２ｲ ９.２ｲ

（▲２．１％）ｲ （▲４．２％）ｲ （▲４．２％）ｲ

38,885.6 28,973.6 ２１,１１６.１ｲ １７,７９１.２ｲ

（▲２５．５％）ｲ （▲４５．７％）ｲ （▲５４．２％）ｲ
 総排出量

 エネルギー起源ＣＯ2

 電気の使用

 燃料の使用

 公用車の燃料の使用

 エネルギー起源ＣＯ2以外

 公用車の走行

 公用車のカーエアコンの使用

排出要因

年度



 
 

 
３．目標達成のための具体的な取組  

 

   環境方針に基づく事務事業を推進するため、下記のとおり具体的な取組を進めていきます。 

   なお、重点項目については特に大きな効果が期待できることから、各所属の重点取組項目とするな

ど、積極的に取り組みます。 

 

(１) 省エネルギー等の推進 

 (１)－①日々の事業活動におけるエコな取組の実践 

    日々の事業活動を見直し、エネルギー消費の削減（省エネルギー）等に取り組みます。 

 

1 デジタル化の推進 

重点 ・デジタル化による業務の効率化を進め、業務時間の短縮を図ります。 

重点 ・ペーパーレスを推進し、紙資源の使用量を削減するとともに、保管スペースを削減し、整然とした  

     オフィスを目指します。 

重点 ・会議や研修等の開催に当たっては、ＷＥＢの活用を進めるとともに、電子化された資料を共有し

ます。 

重点 ・決裁は電子によりがたいものを除き、原則電子で行います。 

  

2 照明・空調機器使用の削減、燃料使用量の抑制 

重点 ・省エネルギー診断の結果に基づく照明や空調などのメンテナンスや運用方法の改善を行い、エ

ネルギー消費量の削減を図ります。 

重点 ・空調機器の適温管理や、フィルターの清掃等の保守管理を徹底します。また、ブラインドやカーテ 

     ン等を利用した適切な遮光・断熱を行い、効率的に冷暖房を使用します。 

・緑のカーテンの設置に取り組みます。 

・暑さ、寒さ対策のため、クールビズ、ウォームビズを徹底します。 

・ＯＡ機器等は、事務に支障のない範囲で電源カットを行います。また、スリープモード・スタンバイ   

モードなどの省電力機能を活用します。 

・照明は、使用時以外の消灯を徹底します。 

・取組の徹底を庁内メール等で定期的に呼びかけます。 

 

3 グリーン購入の推進 

・山口市グリーン購入の調達方針等に基づき、環境ラベルが表示された製品等の購入に努めま

す。 

・ＯＡ機器、コピー機、家電製品等の導入・更新時には省エネ型機器を選定します。 

・ボールペン、蛍光ペンや液体のりなどは詰め替え可能な製品を使用します。 

・トナーカートリッジは、再生品を使用します。 

・長期間使用可能な製品を選定、購入します。 

・庁内備品等リサイクル掲示板を活用します。 

  

９ 

 



 
 

 

4 水道の適正利用 

・食器洗浄やトイレ利用時等の節水を心掛けます。 

・節水型機器の導入や、定期的及び冬季の低温時に漏水の点検を行います。 

・雨水貯水タンクを設置し、植物の水やりや散水に使用します。 

 

5 ごみの排出量の抑制 

重点 ・エコバッグや水筒（マイボトル）の持参、ペットボトル使用の抑制等の取組を進めます。 

重点 ・電子化によるペーパーレスや裏面活用により、紙使用量を削減します。 

・３Ｒを推進し、事務室のごみの分別及びごみ排出量の削減の徹底を図ります。 

・庁内備品等リサイクル掲示板を活用します。（再掲） 

・庁内の逓送には、使用済み封筒を再利用します。 

・パンフレット、チラシは最低限必要な部数を作成します。 

 

6 イベント等の環境への配慮 

重点 ・環境に配慮したイベント（エコイベント）開催方針に基づき、ごみ排出量の削減やエネルギー使用

量の低減化を図るとともに、環境配慮の普及啓発に努めます。 

・市が主催するイベント等について、参加者に対して公共交通の利用促進に努めます。 

     ・ウォーターサーバーやリユース食器、紙製ストロー、エコバッグなどを積極的に利用します。 

     ・委託する際には、環境に配慮した取組への協力要請を行います。 

 

7 職員の環境保全意識の向上 

重点 ・職員研修の実施により、環境負荷の低減や地球温暖化問題への理解を促進し、事務事業の実

施における環境配慮を推進するとともに、職員一人ひとりがライフスタイルを転換し、身近な行動

を実践します。 

・職員の理解を深めるために、本計画の取組の周知を図り、進捗状況や環境問題等に関する情報 

提供を行います。また、各職場において、朝礼等により情報の共有を図ります。 

・環境に関する研修やシンポジウム、講演会、ボランティア等への参加を奨励します。 

・地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE※」の取組を率先実行します。 

 
 
※COOL CHOICE 
 地球温暖化対策のための国民運動です。省エネ・低炭素型の製品・ 
 サービス・行動など、温暖化対策に資する、また、快適な暮らしにも 
 つながる、あらゆる賢い選択をしていこうという取組です。 
 会議でのマイボトルの使用や、エコドライブなど、職員一人ひとりが 
 COOL CHOICEに取り組む意識を持ち、率先実行することで、市 
 民、事業者の自主的な取組の促進を図ります。 
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 (１)－②環境に優しい移動手段の選択 

    自動車から自転車への乗り換え、EV(電気自動車・プラグインハイブリッド車）などの、環境に優し

い移動手段の選択を推進します。 

 

1 環境に優しい自動車の導入・活用 

重点 ・公用車の更新の際には、EＶを始めとする環境に優しい自動車の導入に努めます。 

・市が主催するイベント等について、電力供給の際は EＶの活用を進めます。 

 

2 公用車等の適正な運用 

・近距離の移動は、可能な限り自転車、徒歩で移動します。 

・エコドライブを心がけ、急発進、急停止は行いません。また、駐停車の際にはアイドリングストップ

を励行します。 

・タイヤの空気圧など、エコドライブに必要な日常点検を行います。また、毎月の走行距離、燃料消  

費量を記録し、適正運行に利用します。 

・不要な荷物は積載しません。 

・カーシェアリングの利用を検討し、公用車の所有台数の見直しを行います。 

 

3 エコ通勤・ノーマイカーデーの実施 

・公共交通機関の利用や自転車、相乗りなど、環境負荷の低減につながる通勤手段の選択を心掛

けます。 

・ノーマイカーデーの実施など、ノーマイカー運動を推進します。 

 

 (１)－③省エネ設備・機器等の導入推進 

    エネルギー利用効率の高い機器の導入を推進するとともに、BEMS（ビルエネルギーマネジメント

システム）等の機器の活用によるエネルギー使用量の「見える化」を進め、エネルギー消費量の削減

に努めます。 

 

1 省エネ設備・機器の導入 

重点 ・市施設の建設、改修等に当たっては、ＬＥＤ照明や省エネ型空調機器など高効率機器を選定する

とともに、保水性舗装や高反射塗装、屋外緑化などに努めます。 

重点 ・ＢＥＭＳを導入するなど、市公共施設のエネルギー消費量を見える化し、エネルギーの節約に努

めます。 

・市施設の新築や改築の際は、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の実現を目指し、導入の検討

を進めます。 

・ＯＡ機器、コピー機、家電製品等の導入・更新時には省エネ型機器を選定します。(再掲） 
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(２) 再生可能エネルギー等の導入推進 

 (２)－①再生可能エネルギー等利用設備の導入推進 

    市公共施設への再生可能エネルギー等利用設備の導入を推進します。 

 

1 再生可能エネルギー等の導入 

重点 ・市施設の建設、改修等に当たっては、太陽光発電設備や太陽熱利用設備等の再生可能エネル

ギー利用設備や蓄電池等の最大限の導入に努めます。 

重点 ・庁舎や地域交流センターなどの防災拠点となる施設等への自立・分散型システム（太陽光発電

設備や蓄電池、V2Ｂシステムなど）の導入を推進します。 

 

(３) 脱炭素なまちづくりの推進 

 (３)－①地域脱炭素の取組の推進 

    ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進します。 

 

1 電力の地産地消の推進 

重点 ・市の公共施設において、地域新電力会社が供給する清掃工場の廃棄物発電や市内の太陽光発

電など、再生可能エネルギーによる電力の利用を推進します。 

重点 ・市施設の建設、改修等に当たっては、太陽光発電設備や太陽熱利用設備等の再生可能エネル

ギー利用設備や蓄電池等の最大限の導入に努めます。（再掲） 

 

2 温室効果ガスの吸収源の保全、強化 

・市の公共施設において、木材の利活用を推進するとともに、樹木の植栽など、緑化に努めます。 

・市有林について、造林、保育、間伐等森林の整備や維持管理を行います。 

・緑のカーテンの設置に取り組みます。（再掲） 

 
 
 
 
 
 

  

第 4 章  計画の推進 

1２ 

 



 
 

 
１．推進体制 
 

本計画では、山口市環境管理委員会（以下「委員会」という。）を最高決定機関と位置づけ、全庁的

な取組を計画的に推進していくこととします。また、定期的に計画の進捗状況を把握するとともに、計

画の点検・評価を行い、必要に応じて事業の取組や目標の見直しを行います。 

 

 

図４－１ 推進体制フロー 
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環境管理統括者：市長

環境管理副統括者：副市長

環境管理責任者：環境部長

　　　　　　環境管理委員会

委  員  長：環境管理統括者（市長）

副委員長：環境管理副統括者（副市長）

委        員：設置要綱別表に掲げる職にある者

環

境

管

理

組

織

外部取組点検委員

外部有識者：２名程度

内部取組点検委員

環境管理推進マネージャー

　　　　　環境管理推進会議

会　　長：環境部環境政策課長

副  会  長：総務部管財課長

委        員：環境管理推進マネージャー実

行

組

織

環境管理事務局

（環境部環境政策課）

事務局長：環境政策課長

　　　　　全所属（全施設）

環境管理推進マネージャー：所属長

環境管理推進リーダー：担当リーダー



 
 

 
２．計画のマネジメント 
 

(1)PDCA マネジメントサイクルによる取組 
①計画（Ｐｌａｎ） 

本市が行う事務事業に伴って排出される温室効果ガス排出量の削減対策及び推進体制を

定めることであり、本計画を指します。 

 

②実行（Ｄｏ） 

本計画に基づき、職員一人ひとりがそれぞれの事務事業を執行する際に重点取組項目を始

めとする環境に配慮した取組を行います。 

各所属は、取組チェック表において、年度毎に重点取組項目を設定することとします。併せ

て、電気・燃料使用量等については、管理表により管理します。 

なお、取組チェック表及び管理表は、内部取組点検時及び外部取組点検時に確認する資料

となります。 

 

③点検・評価（Ｃｈｅｃｋ） 

 【内部取組点検】 

 各所属の環境管理推進マネージャーを内部取組点検委員とし、取組チェック表及び管理表

により取組の点検を行い、その結果を環境管理委員会事務局へ報告します。 

 

 【外部取組点検】 

本計画の推進体制及び取組の進捗状況を外部の視点から確認するため、外部有識者を外

部取組点検委員に選任し、客観的な評価をいただきます。環境管理委員会事務局が内部取

組点検の結果を確認し、取組の改善等が必要と判断した所属に対して実施します。 

    

④見直し（Ａｃｔｉｏｎ） 

事務局は取組実績及び取組点検の結果を環境管理統括者に報告し、マネジメントレビュー

を受け、環境管理委員会に報告するとともに、市報や市ウェブサイト等で市民、事業者に公表

します。 

また、環境管理統括者からのマネジメントレビューを基に、目標や取組の重大な見直しが必

要な場合には、実情に沿った見直しを行います。 
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図４－２ PDCA マネジメントサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
(2)職員研修  

全ての職員が地球温暖化対策の意義を理解し、目標に向かって行動する必要があることから、

職責に応じた役割や責任の自覚を養うとともに、取組内容の把握、取組の実践を促すことを目的

とした職員研修を年１回以上実施します。 

 

【研修内容】 

  ・推進手法の習得、関係法令の概要並びに取組事例などの情報提供 

     ・取組実績、マネジメントレビューに基づく次年度の取組についての周知 

     ・内部取組点検委員研修（環境管理推進マネージャー対象） 

 

(３)環境法令の遵守 
市役所の事務事業において該当する環境関連法令や条例、規則、規程、要綱、指針、協定につ 

いては、常に最新の状況を把握し、遵守します。 

 
  

３．取組内容の広報 
 

本計画により取りまとめた温室効果ガス排出量の結果は、温対法第２１条第１０項の規定により公表

が義務付けられていることから、取組内容を広報します。 

取組結果及び環境管理統括者によるマネジメントレビューは、市報や市ウェブサイト及び毎年発行

する環境概要等で公表します。 

併せて、温室効果ガス排出量の削減に資するソフト事業や施設建設、改修等の省エネ化や再生可

能エネルギーの導入など具体的な成果を取り上げ、市民、事業者への広報を行います。 

    

1５ 

環境管理委員会事務局

環境管理統括者（市長）

環境管理委員会事務局

環境管理委員会

Aｃｔ マネジメントレビュー

Plan

計画の策定・推進

全所属（全施設）

Do

Check

取組目標の設定・実践

取組状況のチェック

取組実績の報告

報告

取組チェック表及び
管理表の管理

内部取組
点検委員

外部取組
点検委員

報告 点検所属選定


